
　都市計画マスタープランとは

　都市計画マスタープランの位置づけと役割

　都市計画マスタープランの策定の経緯

平成4（1992）年の都市計画法の改正により「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」（都市計画マスタープラン）が制度化され、市町村ご

とに策定することになりました。

「宇多津町都市計画マスタープラン」は、こうした法の理念を踏まえ、

20年後の宇多津町の将来像を展望し定めることとし、目標年次を平成36

（2024）年とし、町民の皆さんと一緒に考えながら、一番身近な自治体

である町が定める都市計画に関する基本的な方針を定めたものです。

宇多津町の現状や課題を整理・把握して、「市町村の建設に関

する基本構想=宇多津町長期振興計画」（平成16（2004）年４

月）や「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針= 中讃広域都

市計画区域マスタープラン」（平成16（2004）年５月）（香

川県）等の上位計画を踏まえ、「都市や地域の将来のあるべき姿

や都市整備の基本的な方向性を示す」という役割を担います。

都市計画マスタープランの策定作業は、平成14年度に現況把握、町民ア

ンケートを通じた意見収集を行ないました。

平成15年度は、学識経験者や、町内の各種団体の代表者等で構成される

「宇多津町都市計画マスタープラン検討委員会」を設置し、様々なご意見

・ご指導をいただきながら「素案」を作成し、その後、県との協議や「宇

多津町都市計画審議会」への諮問を経て、策定の運びとなりました。
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【総合計画 】

宇多津町長期振興計画 （平成 1６年）

地方自治法 第2条第 5項
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（市町村の都市計画に関する基本的な方針）都市計画法 第18 条の2

（平成16 年）
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中讃広域都市計画区域
マスタープラン

都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針

（香川県）

都市計画法 第6条の2
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【 総合計画 】

宇多津町長期振興計画（平成1６年）

地方自治法 第2条第5項

町
民

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）都市計画法 第18 条の2

（平成16年）

実現すべき
都市の将来
像の明確化

町　
　
　
　
　

民

望ましい望ましい"町の将来像町の将来像"を町民の皆さんと一緒に考えながら、町が策定する都市計を町民の皆さんと一緒に考えながら、町が策定する都市計画
に関する基本的な方針です。に関する基本的な方針です。
望ましい"町の将来像"を町民の皆さんと一緒に考えながら、町が策定する都市計画
に関する基本的な方針です。

町の「長期振興計画」や県の「都市計画区域マスタープラ町の「長期振興計画」や県の「都市計画区域マスタープラン」等ン」等
と整合・調整を図りながら策定を進めました。　　　　　と整合・調整を図りながら策定を進めました。　　　　　　　　　　　
町の「長期振興計画」や県の「都市計画区域マスタープラン」等
と整合・調整を図りながら策定を進めました。　　　　　　　　

■　位置づけ　■

■　役　　割　■

宇多津町の都市づくりを推進していくにあたって、次の役宇多津町の都市づくりを推進していくにあたって、次の役割を担います。割を担います。

□実現すべき都市の将来像の明確化
様々な地域特性を踏まえ、町民の意見を反映させながら、将来の都市の姿や都市づくりの方針を「実現

　すべき都市の将来像」として明確にする。

□各種都市計画の決定･変更の指針
土地利用や道路、上下水道、公園等の都市施設について都市計画決定や変更する際の方向性を示す。

□個別の都市計画相互の整合
土地利用や都市施設等に係る個別の都市計画を、「宇多津町都市計画マスタープラン」に基づき、定め

　ることで相互の整合を図る。

□都市計画の必要性を町民に分かりやすく開示
町民に対し都市計画の位置づけや必要性を分かりやすく開示する。

目標年次

平成36
（2024）年

宇多津町の都市づくりを推進していくにあたって、次の役割を担います。
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